
セ
ル
フ
Ｓ
Ｓ
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

2
0
0
1
年
2
月

【
全
体
、
形
態
別
】

１
．
セ
ル
フ
Ｓ
Ｓ
を
運
営
し
て
い
ま
す
か
。
　
　
回
答
数
　
５
０
４
６
社
(特
約
店
１
２
５
７
社
、
販
売
店
３
７
８
９
社
）

合
計

特
約
店

販
売
店

①
運
営
し
て
い
る

1
.0
%

3
.3
%

0
.3
%

　
運
営
Ｓ
Ｓ
数

7
7

6
6

1
1

9
9
.0
%

9
6
.7
%

9
9
.7
%

２
．
セ
ル
フ
Ｓ
Ｓ
を
開
業
す
る
予
定
が
有
り
ま
す
か
　
　
回
答
数
　
４
９
３
９
社
（
特
約
店
１
２
３
９
社
、
販
売
店
３
７
０
０
社
)

合
計

特
約
店

販
売
店

①
開
業
予
定
有

1
.8
%

5
.2
%

0
.7
%

開
業
予
定
Ｓ
Ｓ
数

1
1
6

8
8

2
8

　
う
ち
新
規

3
6

2
8

8
　
既
存
店
の
改
造

8
0

6
0

2
0

②
将
来
的
な
計
画
有

2
1
.8
%

4
1
.2
%

1
5
.4
%

③
開
業
の
意
向
無

7
6
.3
%

5
3
.5
%

8
4
.0
%

①
現
状
方
式
維
持

5
4
.3
%

5
1
.5
%

5
4
.9
%

②
採
算
性
に
不
安

2
0
.1
%

2
6
.1
%

1
8
.8
%

理
由
③
資
金
不
足

6
.6
%

4
.6
%

7
.1
%

④
敷
地
面
積
不
足

1
4
.4
%

1
3
.6
%

1
4
.5
%

⑤
そ
の
他

4
.7
%

4
.3
%

4
.8
%

3
.今
後
セ
ル
フ
Ｓ
Ｓ
は
増
え
る
と
思
い
ま
す
か
。
　
回
答
数
４
８
７
３
社
（
特
約
店
１
２
４
１
社
、
販
売
店
３
６
３
２
社
)

合
計

特
約
店

販
売
店

①
増
え
る
と
思
う

7
0
.9
%

8
7
.2
%

6
5
.3
%

　
Ｓ
Ｓ
全
体
に
占
め
る
割
合

2
7
.7
%

2
6
.4
%

2
8
.4
%

2
9
.1
%

1
2
.8
%

3
4
.7
%

(出
所
：
平
成
１
３
年
度
構
造
改
善
ア
ン
ケ
ー
ト
/
全
石
商
調
べ
)

回
答

②
運
営
し
て
い
な
い

回
答

回
答

②
増
え
る
と
思
わ
な
い



４
．
セ
ル
フ
Ｓ
Ｓ
を
運
営
し
て
い
る
者
へ
の
質
問
　

①
運
営
し
た
理
由
　
回
答
数
　
　
５
２
社
（
特
約
店
４
１
社
、
販
売
店
１
１
社
)　

合
計

特
約
店

販
売
店

2
6
.9
%

2
9
.3
%

1
8
.2
%

5
0
.0
%

4
6
.3
%

6
3
.6
%

1
9
.2
%

2
2
.0
%

9
.1
%

3
.8
%

2
.4
%

9
.1
%

②
現
在
運
営
し
て
い
る
セ
ル
フ
Ｓ
Ｓ
の
状
況
　
　
回
答
数
　
４
０
社
(特
約
店
３
２
社
、
販
売
店
８
社
)

(k
l/
月
）

合
計

特
約
店

販
売
店

２
販
売
数
量

特
約
店

販
売
店

１
　
ガ
ソ
リ
ン
販
売
件
数

3
3
1
.9

3
5
9
.0

2
2
3
.8

１
０
０
kl
以
下

2
.5
%

0
.0
%

1
2
.5
%

1
0
0
.0

0
.0

1
0
0
.0

１
０
０
kl
～
２
０
０
kl
以
下

2
5
.0
%

1
8
.8
%

5
0
.0
%

1
7
6
.0

1
8
6
.7

1
6
0
.0

２
０
０
kl
～
３
０
０
kl
以
下

3
2
.5
%

3
4
.4
%

2
5
.0
%

2
7
1
.5

2
7
0
.9

2
7
5
.0

３
０
０
kl
～
４
０
０
kl
以
下

1
2
.5
%

1
5
.6
%

0
.0
%

3
6
7
.4

3
6
7
.4

0
.0

４
０
０
kl
～
５
０
０
kl
以
下

2
0
.0
%

2
1
.9
%

1
2
.5
%

4
9
3
.8

4
9
2
.9

5
0
0
.0

５
０
０
kl
超

7
.5
%

9
.4
%

0
.0
%

7
0
0
.0

7
0
0
.0

0
.0
(人
）

従
業
員
数

特
約
店

販
売
店

４
内
パ
ー
ト

特
約
店

販
売
店

３
　
従
業
員
数
　
(人
)

8
.4

8
.8

6
.9

6
.3

6
.7

4
.6

１
０
０
kl
以
下

4
.0

0
.0

4
.0

2
.0

0
.0

2
.0

１
０
０
kl
～
２
０
０
kl
以
下

5
.9

6
.2

5
.5

4
.1

4
.8

3
.0

２
０
０
kl
～
３
０
０
kl
以
下

8
.0

8
.3

6
.5

6
.1

6
.2

5
.5

３
０
０
kl
～
４
０
０
kl
以
下

1
0
.4

1
0
.4

0
.0

7
.8

7
.8

0
.0

４
０
０
kl
～
５
０
０
kl
以
下

1
1
.4

1
0
.7

1
6
.0

8
.9

8
.4

1
2
.0

５
０
０
kl
超

8
.3

8
.3

0
.0

6
.7

6
.7

0
.0
(社
)

営
業
時
間

特
約
店

販
売
店

２
４
時
間

営
業

特
約
店

販
売
店

５
　
営
業
時
間
　
(時
）

2
0
.8

2
1
.4

1
8
.3

2
4

2
1

3
１
０
０
kl
以
下

1
3
.0

0
.0

1
7
.0

１
０
０
kl
～
２
０
０
kl
以
下

1
8
.7

1
9
.8

2
0
.5

２
０
０
kl
～
３
０
０
kl
以
下

2
1
.8

2
2
.0

0
.0

３
０
０
kl
～
４
０
０
kl
以
下

2
4
.0

2
4
.0

2
4
.0

４
０
０
kl
～
５
０
０
kl
以
下

2
0
.5

2
0
.0

0
.0

５
０
０
kl
超

2
1
.7

2
1
.7

1
8
.3

回
答

回
答

①
経
費
削
減
を
図
る
た
め

②
消
費
者
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め

③
元
売
の
意
向

④
そ
の
他



ガ
ソ
粗
利

特
約
店

販
売
店

６
　
ガ
ソ
リ
ン
粗
利
　
(￥
/
㍑
）

6
.8

6
.5

7
.9

１
０
０
kl
以
下

8
.0

0
.0

8
.0

１
０
０
kl
～
２
０
０
kl
以
下

6
.9

6
.0

8
.3

２
０
０
kl
～
３
０
０
kl
以
下

6
.7

6
.6

7
.0

３
０
０
kl
～
４
０
０
kl
以
下

7
.0

7
.0

0
.0

４
０
０
kl
～
５
０
０
kl
以
下

6
.9

6
.7

8
.0

５
０
０
kl
超

5
.7

5
.7

0
.0

ガ
ソ
粗
利

特
約
店

販
売
店

７
　
そ
の
他
油
外
粗
利
　
(千
円
/
月
）

6
9
7
.6

7
7
2
.7

3
9
7
.5

１
０
０
kl
以
下

3
0
.0

0
.0

4
0
0
.0

１
０
０
kl
～
２
０
０
kl
以
下

3
8
3
.0

3
7
1
.7

2
5
.0

２
０
０
kl
～
３
０
０
kl
以
下

3
6
0
.8

4
2
1
.8

0
.0

３
０
０
kl
～
４
０
０
kl
以
下

1
0
6
7
.0

1
0
6
7
.0

1
5
0
0
.0

４
０
０
kl
～
５
０
０
kl
以
下

1
2
5
2
.5

1
2
1
7
.1

0
.0

５
０
０
kl
超

1
3
3
3
.3

1
3
3
3
.3

3
9
7
.5

③
採
算
は
い
か
が
で
す
か
　
　
回
答
数
　
５
２
社
(特
約
店
４
１
社
、
販
売
店
１
１
社
)

合
計

特
約
店

販
売
店

１
　
取
れ
て
い
る

2
3
.1
%

1
9
.5
%

3
6
.4
%

２
　
ぎ
り
ぎ
り

4
6
.2
%

5
1
.2
%

2
7
.3
%

３
　
取
れ
て
い
な
い

3
0
.8
%

2
9
.3
%

3
6
.4
%

理
由
経
費
削
減
で
き
な
い

2
5
.0
%

3
3
.3
%

0
.0
%

販
売
量
伸
び
な
い

4
3
.8
%

4
1
.7
%

5
0
.0
%

思
っ
た
と
お
り
の
価
格
設
定
が
出
来
な
い

1
2
.5
%

8
.3
%

2
5
.0
%

そ
の
他

1
8
.8
%

1
6
.7
%

2
5
.0
%

④
　
今
後
の
運
営
方
針
　
回
答
数
　
５
２
社
(特
約
店
４
１
社
、
販
売
店
１
１
社
)

合
計

特
約
店

販
売
店

１
　
継
続

1
0
0
.0
%

1
0
0
.0
%

1
0
0
.0
%

２
　
フ
ル
に
転
換

0
.0
%

0
.0
%

0
.0
%

３
　
閉
鎖

0
.0
%

0
.0
%

0
.0
%

４
　
そ
の
他

0
.0
%

0
.0
%

0
.0
%

回
答

回
答
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参考資料２ 

 

特約店（代理店）制度についてのアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

１．特約店（代理店）制度は今後どのようになると思いますか｡【特約店対象】  

 

（回答数 １１９０社） 

   

 

 

                                          

回答 割合 

今後とも維持されると思う 

 （理由） 

 ６０．６％ 

 

①日本の風土に合致しているから  １９．４％ 

②元売にとってもメリットがあるから  ５０．２％ 

③なくなると流通が混乱するから  ２０．４％ 

 

④その他  １０．０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答 割合 

今後はなくなっていくと思う 

 （理由） 

 ３９．４％ 

 

①元売の特約店切捨て政策が進むから  ２８．４％ 

②価格競争に伴いコスト削減が必要  １９．８％ 

③販売店の維持ができなくなるから  １０．０％ 

④販売店の系列外仕入が拡大するから  ３８．４％ 

 

⑤その他   ３．４％ 

（出所：平成１３年度構造改善アンケート／全石商調べ）
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２．特約店（代理店）は今後とも必要ですか｡【販売店対象】   

 

 （回答数 ３２０６社） 

                                                              

 

 

回答 割合 

今後とも必要である 

 （理由） 

 ５２．１％ 

 

①金融支援があるから   ３．５％ 

②経営指導があるから  １１．７％ 

③安定供給・品質が維持されるから  ７３．０％ 

 

④その他  １１．９％ 

 

  

回答 割合 

今後は必要ない 

  （理由） 

４７．９％ 

 

①仕切価格が割高だから ４９．５％ 

②支援・指導が期待できないから １１．５％ 

③他からの製品調達が可能だから ３１．２％ 

 

④その他  ７．８％ 
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参考資料３ 

◎欧米の石油流通業の実態 

 

 

１．激しい競争にさらされ、減少するガソリンスタンド 

  

①メジャーズ系や大手石油会社と独立系、さらに流通業者による激しい競争 

シェル、ＢＰ、フランスではトタル・エルフなどのメジャーズ系やオーストリアの

ＯＭＶのような民族資本系などの大手石油会社と独立系の中小石油販売業者、カルフ

ールやルクレールなどの大手流通業者が国によって様相は異なるが、石油販売を巡っ

て激しく競争を繰り広げてきた。 

 

 ②減少するガソリンスタンド 

メジャーズ系および大手（オーストリアのＯＭＶの様な元国営など）の石油会社の

激しい価格競争により、中小石油販売業者の事業が困難となり、多くの業者が倒産し

ている。また、大手流通系企業がＳＳ石油販売量シェアの半数以上を占めるフランス

でも集約化が進む中で、独立系販売業者が大幅に減少している。 

 

図―１ オーストリアのＳＳ数の推移 

図―２ フランスのＳＳ数の推移 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1988 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

年

件
数

OMV BP Shell Esso Aral Agip その他大手 独立系など

オーストリア 3141SS（1999年）→ 2999SS (2000年) 
メジャー系が集約を図りつつある

45150

5300
470

35532

4468

1500

14819

5931

3750

8600

3300

4400

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

1970 1980 1990 1999（推計）

石油会社系 独立系 ハイパースーパー系

フランス 約50000SS(1970年）→約17000SS（1999年）
石油会社系、独立系が減少する中、ハイパーマ
ート系が伸びる。（スタンド数20%。ガソリン
販売シェアー50%強、参入後３年で40%まで増加）
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図―３ ドイツのＳＳ数の推移 

 

図―４ イギリスのＳＳ数の推移 

  

③イギリスのプライスウォッチキャンペーン 

   ９０年代の初めにテスコスーパーがガソリンを売るようになり、販売シェア－を少

しづつ伸ばしてきた。 

   このため、エッソが次第に市場の減少に耐えかねて、価格対抗政策を１９９５年に

から始めたのが、プライスウォッチ戦略である。これは、イギリスではどこの地域に

おいてもエッソより安いガソリンスタンドは無くそうとしたもので、現在では全ての

石油会社が行っており、ほとんどイギリス全体のガソリン価格は同一価格となってし

まった。 

   この価格競争で、イギリスの石油会社のダウンストリームの営業利益は１９９６年

から９７年に赤字に転換し、非常に厳しい状況となっている。 

   しかし、その後、ハイパーマート系側も極端な安値で販売することを止めたことも

あり、マージンは回復基調。現在でもテスコのＳＳは残っており、うがった見方をす

る向きでは、テスコとエッソが手を結んで独立系つぶしを行ったのではないかと疑い

もある。その理由として、テスコはエッソにショップの商品を売っており、エッソは

テスコにガソリンを売っていたことが挙げられている。（ドイツのＢＦＴの話） 

  

④熾烈を極めたドイツにおける２０００年３月の価格競争 

最初にＤＥＡがペイバック（ガソリン１リットル当たり１ペニヒ＝０．５円）する

SS数（件）

45,849
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50,000
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年

件
数
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）

ドイツ 約45000SS(1970)→約16000SS（2000）
メジャー系9000SS、小型チェーン企業2500SS
独立系1600SS、その他3000SS
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14000

16000

18000

20000

22000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999年

S
S
数

イギリス　SS数約20,000（1988）→13,700（1999）
　　　　　　セルフ化率44.2％（1988）→72.6％（1999）
　　　　　　石油会社所有比率33.5％（1988）→43.8％（1999）
　　　　　　スーパー・ハイパー比率3.6％（1993）→7.3％（1999）
　　　　　　１SS当たり月間販売量125kl（1988）→171kl（1999）　

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999年

S
S
数

イギリス　SS数約20,000（1988）→13,700（1999）
　　　　　　セルフ化率44.2％（1988）→72.6％（1999）
　　　　　　石油会社所有比率33.5％（1988）→43.8％（1999）
　　　　　　スーパー・ハイパー比率3.6％（1993）→7.3％（1999）
　　　　　　１SS当たり月間販売量125kl（1988）→171kl（1999）　
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ことから始まった。これに対して、アラルが看板で１ペニヒ安く売ることを明示した。   

この後さらにお互いが値下げした結果、現在では両者とも疲弊した模様であり、ま

た多くの独立系販売業者が影響を被った。その状況を図－５に示した。 

 

図―５ ドイツにおける 2000 年価格競争の現況 

  

 

価格競争の結果、ドイツのＳＳのグロスマージンは極端なまでに低下しており、他

国と比較してもその開きは大きく、独立販売業者にとって厳しい状況であることが判

る。 

 

    図－６ ドイツのＳＳグロスマージン       (1970=100) 

   コミッションエージェント方式のＳＳの場合、利ざやは低く、１㍑で約２．７ペニ

ヒ（約１．４円：１ペニヒ＝０．５円として）まともに経営するには、２０ペニヒ（約

１０円）は必要である。 

ドイツにおける２０００年の価格競争の状況

２０００年３月　メジャー系・大手（ＢＰ、ARAL、DEA）同士が激しい価格競争を行う

　　　　　　　　DEAがペイバックシステムを開始（ガソリン１ｌで、１ペニヒ（０．５円）ペイバックする）

　　　　　　　　これに対抗して、他の大手もさらに値下げをおこない、マッチレースになってしまう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その中で独立系のSSの経営が悪化

２０００年８月　連邦カルテル庁より独立系SSのマージンを確保するようにとの勧告がでる

このようなことを繰り返しているうちに体力のないスタンドはつぶれていくことになろう。

２０００年月末　ドイツのこのような動きは独立系つぶしではとのことからＢＦＴ等が中心となってカルテル庁に提訴

ドイツの３年ほど前、イギリスでは、エッソとスーパーのテスコ間での激しい価格競争により
２年間でほとんどの独立系SSが消滅していった。

２０００年９月　メジャー側の上告に対して、デュッセルドルフ上級裁が上告を認め勧告を差し戻す

ユーロースター １９９８

上半期

１９９８

下半期

１９９９

上半期

１９９９

下半期

２０００

上半期

ベルギー １０１  １０１     ９８   １０２  １０１
デンマーク   ９９  １０６   １０３   １０４    ９５
ドイツ   ９３    ９８     ８９     ９２    ５１
フランス １１２  １０３   １０２   １０４  １０４
イギリス １１６  １１６     ９５   １００  １０１
イタリア   ９９  １０３   １０１     ９６    ９０
ルクセンブルグ １００  １０３   １００   １００  １００
オランダ １０２  １０３   １０２   １０３  １０３
ポルトガル １０９  １１０     ９２   １１５  １５３
スペイン １００  １０２     ９４     ８７    ６３
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   ＣＡの平均年収は税込みで８万マルク～１０万マルク（４００～５００万円）、中に

は、３万マルク～５万マルク（１５０万～２５０万円）の所もある。 

 

２．独立販売業者の生き残りと淘汰の結果 

 

 ①独立販売業者の組合結成による生き残り 

   ただし、メジャーに対抗するためには、小規模では困難である。 

   

・ドイツの協同組合の例 

  ＢＦＴ：ロビー活動とともに共同購入なども行う。メンバーの法的問題、契約問題を 

      主に取り扱っている。メンバーは、独立経営事業者が多い。 

  ＢＴＧ：オーナーＳＳの団体で、ＢＦＴよりもコミッションエージェントのＳＳが主

な団体。土壌問題など会員の共通の問題に取り組んでいる。 

      ロビー活動が中心で、一部共同購入、卸目玉商品について行っているがマー 

      ジンは取っていない。 

  ＡＶＩＡ：石油製品の共同購買を中心に行っている。ヨーロッパ１３カ国に組織があ

る。 

 

 ②独立系が駆逐された国では、ガソリン価格が比較的高い 

   独立系が市場から消えた国、つまり、オランダ、フランス、イギリスではガソリン

価格が高い。 

   イギリスが１５３円／㍑程度、オランダが１２８円／㍑程度であるのに対して、ド

イツは、環境税を導入しても１０２円／㍑程度である。（２０００年９月時点） 

   独立系スタンドでは、ブランドガソリンでないため少しでも安く売って、客を引き

つける。 

 

③進む元売の集約化 

   価格競争により、メジャーズや大手国内石油会社も打撃を被る。 

  ドイツでは、ＢＰがドイツのＤＥＡ（電力会社の一部門）を買収し、ドイツトップシ

ェアのＡＲＡＬ（フェーバーの傘下）もオーストリアのＯＭＶに吸収されることも言

われており、ドイツから民族系の石油会社が姿を消すこととなり、一部政治家からこ

のことを危惧する声もある。 

 

３．海外におけるプライベートブランドＳＳの状況 

 

 ①各国のプライベートブランド・独立系ＳＳ数比率 

 

図―７ 各国のプライベートブランド・独立系ＳＳ数比率 

PB・独立系 SS 数比率 国名 

5％以下 韓国(3％)、スペイン(3％)、イタリア(4％) 

5％～15％ 日本(10～12％) 

15％～35％ カナダ(28％)、米国（約 30%） 

35％以上 ドイツ(37％)、イギリス(41％)、フランス(45％) 

出所：米国 NPN fact book、イギリス IP レビューから当センター集計 



 

50 
 

 

それ以外は当センター海外流通実態調査報告書から作成 

調査時点では 1998 年～2000 年で、国により若干異なる 

 

 ②ドイツ 

 

図－８ ドイツのプライベートブランド・独立系ＳＳ数比率 

1970 年 1999 年  

SS 数 SS 比率 SS 数 SS 比率 

大手メジャー系列 30,097 65％ 7,768 47％ 

その他石油会社  3,082  7％ 2,168 13％ 

PB・独立系 12,700 28％ 6,125 37％ 

高速道路 SS    212  0％   343  2％ 

合計 46,091 100％ 16,404 100％ 

 

１９７０年には４６，０００店以上あったＳＳ数（旧西ドイツ）が１９９９年には

１６，４０４店(旧東ドイツ含む)にまで大きく減少しつづけてきた。 

    系列別では最も減少数が大きかったのが大手メジャー系列のＳＳであり、大手石油

会社が合理化、効率化を追求して非効率ＳＳを廃止した結果、ＳＳ数でのシェアが下

がり、ＰＢ・独立系ＳＳのシェアが上がっている。 

    ドイツのＰＢ・独立系ＳＳの特徴は昔から共同購買組織が発達していることにある。

地場有力販売業者が共同出資で購買会社を運営したり、中小業者の共同購買組合が発

達したり、農業協同組合がＳＳ運営を行っていたりする。 

  

③フランス 

 

図－９ フランスのプライベートブランド・独立系ＳＳ数比率 

1970 年 1998 年  

SS 数 SS 比率 SS 数 SS 比率 

石油会社系列 45,150 89％ 9,409 55％ 

PB・独立系  5,300 10％ 3,484 20％ 

ハイパー・スーパー   470  1％ 4,232 25％ 

合計 50,920 100％ 17,125 100％ 

    出所：フランス石油連盟 

 

   フランスにおけるＳＳ数の推移はドイツと同様に１９７０年に５万店以上あったＳ

Ｓ数が１９９８年には１７，１２５店にまで減少しており、系列別ではそのほとんど

が大手石油会社系列のＳＳである。 

   結果としてＰＢ・独立系ＳＳ比率が上昇しているが、ドイツと異なるのはハイパー・

スーパーマーケットの異業種がＳＳ併設に進出して大きくシェアを伸ばしたことにあ

る。従来型のＰＢ・独立系ＳＳとハイパー・スーパーを合計したＳＳ数比率は４５％

になっている。 

  

４．ＳＳの事業形態 
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 ①ドイツにおける事業形態 

   ドイツにおいては、大きく分けて、メジャーズ系、独立系、スーパーマーケット系

があるがそれぞれの事業形態は以下の図に表される。 

 

図－１０ ドイツにおけるＳＳの事業形態 

  

 

②イギリスにおける事業形態 

   石油会社所有の場合、１９７０年代最も多かったのは、テナント契約あるいはライ

センス契約であった。運営者はリース料を払い、燃料を購入し、石油会社のアドバイ

ス価格で販売していた。石油ショック以降、競争の激化に伴い、直営あるいはコミッ

ションエージェント方式が採用されるようになった。イギリスがフランスやドイツと

異なるのは、メジャーが子会社で直営ＳＳを運営していることにある。 

   ディーラー所有のＳＳの場合、通常燃料提供契約およびブランド使用契約を結ぶ。

石油会社は燃料価格についてアドバイス価格を提示するとともに、必要に応じて市況

に対応した分の価格サポートを行う。この方式は極めて日本の特約店契約と似ている。 

 

５．ＳＳの多角化と他業種の参入状況 

 

①ＳＳの多角化の状況 

我が国と比較して、洗車、ショップなどのＳＳの油外収入の割合は大きい。  

ショップは、単に自動車関連用品のみならず、コンビニエンスストアとして、食品、

日用品、軽食類、書籍、新聞などに加えて、アルコールの販売もなされているところ

もある。 

ドイツでＳＳショップが発達した背景には閉店法の影響も多分にある。これは、日

本のようにコンビニの発達した国とは基盤が違う。 

ＳＳショップの顧客は３５歳以下の若者が多く、また独身者が多い。 

食料品のうち、パンの売上げが伸びており、一部ＳＳでは近辺のホテルに卸してい

メジャーズ系SS

スーパーマーケットSS

独立型SS

用益賃貸借SS

所有SS

土地と建物がSS事業者の所有物。
石油会社は通常タンクと計量器に投資を行う。
石油メジャーと代理商契約を締結。
販売価格と関係なく、販売量に対してコミッショ
を得る。現在コミッションは平均５～７ペニヒ／ｌ
洗車、セイビングスポット業務などはSS所有者
の自主事業。

ブランドSSの６０％をしめる。
土地、建物を含む全部を石油会社が保有。
燃料油販売については代理商契約を結ぶ。コミッシ
ョンは、平均３ペニヒ／ｌ。
シェル以外は洗車等の他の事業は自主事業。シェル
のみが２年前から全てエージェントシステムにする。
この場合、販売価格の１５～３０％をコミッション
として受け取る。

土地、建物、スタンド技術設備なども全て所有。
当然、自動車用燃料販売、サービス、ショップなども
束縛を受けない。

ブランドよりも通常、１ペニヒ～２ペニヒ安くうる。
これ以上の価格差になると石油会社は容認しない。

スーパーマーケットSSやハイパーマーケットSSは
主に食料品小売チェーン会社が所有。
自社の従業員が所有するケース、石油メジャーに
用益賃貸するケースがある。
食料品販売の目玉商品として、自動車燃料を販売す
る。通常、ショップは併設されておらず、自動車燃
料販売のみである。
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るところもある。冷凍食品の需要は伸びている。また、小さなバーが併設されている

ところも増えている。 

ドイツのＳＳ一件当たりのショップ売上げは、年間約４１９０万円にも昇っており、

伝統的な食料品販売店の売上をはるかに凌いでいる。 

 

 ②ハイパー系にとっては、石油製品は最初からワンオブゼム 

フランスのハイパーマートのように、多くの商品のうちの一つがガソリンや軽油で

あるとの認識も強い。 

ハイパー系では、もはや石油は目玉商品ではなくなってきている。 

 

 ③ネット販売に乗り出す大手石油会社 

元売石油会社は、自動車用燃料売上げの減少する中、ショップビジネスに賭けてい

るところもある。 

中期的には、完全にショップビジネスに比重を傾けているところもある。 

さらに、インターネットビジネスに乗り出す大手石油会社も出てきている。まだ、

実験段階であるが、ＢＰでもキャンペーン商品の残りをさばいたりするなどをおこな

っており、さらに商品の幅も広げている事も考えている。 

 

６．効率的なハイパーマートのＳＳ経営 

 

①フランスの効率的な流通業の石油販売 

全国のＳＳ１７０００件のうち、ＵＩＰ（石油輸入者組合）に属するカルフール等

４社の持つＳＳは、３５００件と２０％程度である。 

しかし、石油販売シェアは全国の５０％をしめており、非常に効率の高い販売をし

ていることが伺える。 

流通業者の平均ガソリン販売量は、４０００ｍ３これに対して、石油会社系は２５

００ｍ３ である。 

 

②ハイパーマートの効率性の理由 

・競争力ある価格 

石油専門業者のＳＳ経営は、商売では素人なのに対して、流通業は販売のプロで

あり、価格引き下げのための様々なノウハウがある。 

・消費者向けサービスの充実 

    サービスステーションも新しく、３６５日開いている。ＳＳはガソリンを販売す

るところではなくて、サービスを提供するところとの認識強強い。 

 

③多くない輸入 

・石油元売と、流通業者が年間契約を結んで購入している。大体この割合が９０％で、

１０％程度が輸入である。 

・価格はロッテルダム市場に連動し、毎年、更新する。 

・他国からの製品輸入のオファーもあるが、海上輸送費を考えると国内調達が最も安

い。 

 

  ロッテルダム価格については、ドイツにおいても、製品の値決めをすることに使われ
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ており、この価格にマージンを載せて販売価格としている。 

 

７．アメリカのジョバーに見る石油流通 

 

①ジョバーの機能 

ジョバーは米国のガソリン流通に大きな役割を果たしている。 

ジョバーは、卸及び小売機能を持っている問屋で、日本では「仲買人」または「小

売業者」と訳されることが多い。 

また、ＳＳを所有、或いはリースするというディーラー活動も行っている。ジョバ

ーは小規模なものも多く正確な数はわからないが、米国全土で 1 万社を超えるとも言

われている。１９９６年には、ブランドＳＳに占めるジョバーＳＳの比率は７０％で

あった。 

ジョバーは、もともと卸業者から発生し、冬なら石炭や木材、夏には氷など、いろ

いろなものを売ってきた。自動車時代になってから、石油を扱うようになった。その

ため、家族ぐるみの経営が多く、活動拠点は主に都市圏から外れた所である。 

ジョバーは地域に密着しているため、精製業者は彼らの配送機能や販売機能に頼っ

てきた。しかし、大手以外は物流施設を所有していない。中小のジョバーは、運送会

社とスポットやタームで契約を結んだり、大手ジョバーに配送機能をアウトソーシン

グされていたりする。また、小規模ジョバーはターミナルも持つことが出来ない。製

油所やターミナルからラック価格で買って、直接小売業者に売っている。 

 

②ジョバーの定義 

ジョバーに関する明確な定義はないが、米国エネルギー省ではジョバーのステータ

スを手に入れる条件として、次の 4 項目を挙げている。 

 

・ガソリンの配送機能 

ガソリン製品を販売し配送することを遂行するために必要な施設と装置を持って

いること。 

・供給者からの独立 

財政的管理、物的管理、オペレーション管理について、供給者から独立した責任

を持っていること。 

・供給者に対しての責任 

供給者の製品を配送したり販売したりする場合、その費用や責務について供給者

やその他のものに対し責任を有していること。 

・製品の配給の自由度 

供給者の指示する顧客に製品を供給するだけ出なく、顧客と売買関係を結んだり

それを解約することを含めて、製品の配給の自由度を独立して有していること。 

 

③ブランデッド・ジョバーとアンブランデッド・ジョバー 

ジョバーには、ブランデッド系とアンブランデッド系がある。 

ブランデッド・ジョバーは、メジャーや準メジャーの系列にあたる。メジャーや準

メジャーのサインポールを掲げたＳＳに自社のターミナルからガソリンを供給してい

る。また自らも、メジャーや準メジャーマークのＳＳを運営することもある。 

アンブランデッド・ジョバーは、メジャーや準メジャーから完全に独立したターミ



 

54 
 

 

ナルを所有している。アンブランドガソリンを購入し、無印／独自ブランドのＳＳに

供給している。また、自社マークのＳＳでも自分のブランドでガソリンを直接販売し

ている。 

アンブランデッド・ジョバーが独自ブランドを作った場合にはブランデッド・ジョ

バーとなるため、ブランドとアンブランデッドの区別は難しい。 

 

④精製業者との契約 

契約は交渉で決まる。期間は３～５年で、例外的に１０年もある。契約条件及び契

約期間は、取引量に左右される。条件の中には、看板料、ＳＳ維持費、ボーナス、違

反した場合のペナルティ、キャンセル料等が盛り込まれる。また、環境上のお互いの

責任も明記される。宣伝費や人件費に関する項目が入ることもある。 

 

⑤取引と価格  

メジャー等との取引は通常ラック取引である。ジョバーは蔵取り価格であるラック

価格でメジャー等からガソリンを購入している。 

ラック価格には、ブランド品の価格とアンブランド品の価格とがある。ブランド品

の価格はメジャー等の供給者によって一方的に設定され、ジョバーには価格交渉の余

地はないとされている。但し、ラック価格の情報は常に公表されているので、供給者

が設定する価格は市場競争を反映したものとなっている。価格情報はプラッツ、ＯＰ

ＩＳ、ランドバーグなどたくさんあって、信憑性は非常に高い。 

精製費は各社とも違っていて、物流費もパイプ、バージン、トラックなどで異なっ

ている。販売マージンにしても１０％台の黒字もあれば赤字もあり、力量次第である。

ＤＴＷ（ＳＳ持ち受け価格）の場合は、ラックコストに保険、運送費、広告費、援助

費等が含まれている。 

リベート提供に関しては全てオープンに契約書に記載し、その基本は取引量と価格

であり、反面、ペナルティーや契約解除にもつながってくる。  
ＳＳリース料は不動産価値を反映しているが、推測は難しい。 

小売価格への反映については、上下変動を伴うものなので、通常はディーラーが飲

み込むか末端価格を上げることになる。 

 

⑥ジョバーの今後の動き 

近年、ジョバー所有ＳＳの比率が高まってきている。メジャー等はジョバーを戦略

的に重要なパートナーと位置づけ、直営ＳＳをジョバーに売却することにより、メジ

ャー等自身は自社直接配送地域の絞り込みよる合理化、効率化を推進している。また、

ジョバーに様々なインセンティブを付与することによってＳＳの近代化を押し進め、

ＳＳ網の再構築を図ろうとする動きが強まってきている。 

また、特にマーケティング部門でメガサイズの合併が進んでいるので、それがジョ

バーにも徐々に波及しており、現在はマーケットの動きを見つめながら、アクション

を開始している。 

 

米国は国土が広いため、メジャーといえども全米的な流通体制を整備することが困

難で、過疎地での配送を受け持つジョバーが重要な役割を担ってきた。また、米国に

おいては価格が常に公表されているので、メジャー等とジョバーの取引価格の透明性、

公平性が担保されている。 
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ブランド品とアンブランド品が明確に区別されて市場に定着しており、メジャー等

もジョバーも「ブランド」の価値を認めているため、ブランド品とアンブランド品が

混ざり合うこともない。アンブランデッド・ジョバーは、アンブランド品を自分のブ

ランドで売ったり大口需要家向けに売ったりしている。ジョバーはアンブランド品を

売りさばく上で重要であり、また、アンブランデッドの比重が高まっているからジョ

バーの存在意義も高まっていると言える。 

 

図－１１ 米国の石油流通の実態 
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                         参考資料４ 

◎主な流通業界の状況 

 

 

１．食品業界 

 

（１）業界の概要 

 

①商品特性 

・商品：加工食品中心。最近では業務用食材や菓子、日配品等も扱う。  

・日常生活に密着 → ニーズの多様化と高度化 

・販売量：地域による差  ＜ 個人の価値観や家庭環境、生活スタイルによる差 

 

②業界特性 

・大きく、比較的安定している市場。卸売業経営における集約効果が大きい。 

・大手卸売業を中心に、取扱分野を拡大する動き。 

・食料品の内外価格差問題への関心 → 価格破壊の進展 

 

③流通特性 

・多品種少量高頻度の効率的で精度の高い流通システムの構築が求められている。 

・情報通信技術などの流通技術革新 ＋ 業界特性の変化 → 流通チャネル変貌

の兆し 

 

（２）業界の環境変化 

価格決定権がメーカーから大手小売業へ移りつつあり、卸売業を通さない流通が拡

大しつつある。大手小売業による卸売業の選別化・集約化、メーカーによるリベート

政策の見直し、オープンプライス化等の急速な進展による業界環境の変化を受け、卸

売業界ではローコストオペレーション化が一層進展している。 

 

（３）経営の実態  

  

①経営成果 

・比較的低い人件費の水準が苦しい経営を支えている企業が多い。 

・過半数が３年前よりも売上高が減少 

 

  ②仕入れ・販売活動の問題点  

・経営管理面や物流施設面に大きな問題を抱える企業が多い。 

・不況や価格破壊、得意先の減少等の影響を克服できない企業が多い。 
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２．酒類販売業界 

 

（１）業界の特性 

 

①商品特性 

   ・商品：長い間、清酒、ビール、ウィスキーが３本柱。 

       近年は若年層を中心に低アルコール嗜好となり、ハードリカーからビール、 

       果実酒などライトリカーに変化。 

     清酒：７３年をピークに徐々に売り上げ減。９９年には７３年の６０％迄減少 

     ビール：９４年に７００万ｌを突破するが発泡酒に押されて減少 

     ウィスキー：８３年以降減少し続けたが、８９年の税制改正で一挙に後退 

     焼酎：酎ハイの登場で、新しい流れを作る。これが低アルコール化を招く 

     ワイン：９８年のワインブーム以降確実に市場を伸ばす。 

     発泡酒：ビールの市場を喰い、ビールの約２２％程度まで伸びる。 

   ・特性：至酔飲料、担税商品（酒税）。製造、卸売、販売には免許が必要 

・取扱アイテム数：増加。最近では低価格（自主企画）ビール、発泡酒など 

 

②業界特性 

   ・業界構造の特性としては食品産業に比べて構造変化が３０年程度遅れている。 

    （食品系卸は昭和４０年代からスーパーなどの組織小売業の台頭にもまれてきた

が酒類専業卸は免許制に守られ旧態依然としていた） 

   ・流通の規制緩和（酒類免許の緩和）、小売業態の多様化による競争激化 

・飲酒人口伸び悩む一方（若年層の人口低下）、消費者ニーズは多様化 

  

③流通特性 

   ・メーカー→卸売業（一次卸、二次卸）→小売業の三層。 

    大手メーカーと卸売業との特約制度（メーカーの販路確保と卸店を系列化する保

護政策） 

   ・価格競争（特に５年ほど前のＤＳと大手スーパーのビールを中心とした安売り合

戦） 

    一般酒販店の地盤沈下、販売量の増加→価格決定権が大手小売業へ移行 

・課題：物流、受発注システムの構築、値引き・リベート等の商慣行からの脱却 

 

（２）流通形態の変化の要因と推移 

  

①急激に減少する販売店と卸 

・酒類免許の緩和で、酒販店のみの特典が、スーパーやコンビニエンスストアにも

普及し、酒販店の経営を圧迫し転廃業に拍車をかけた。 

   ・低マージン、リベート依存型の酒類販売業界は販売量が増加している時は良いが 

現在は消費の低迷による過剰供給やディスカウントショップ、コンビニエンスス

トアなど新しい小売業態の出現による流通の変化、価格競争により厳しい経営を

強いられている 

・卸売業者内の競争環境としては、価格競争の激化、卸売業者間の競争激化、輸入

品の急増などがある。 
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・仕入先競争としては流通の中抜き現象やディスカウントストアなどの新業態の発

展がある。 

・食品系卸の変革が３０年あまりの中でゆっくりと進んだのに対して、変革に取り

残された酒類卸は急激な変化にさらされることが必定である。 

 

②特約店制度の崩壊 

   ・定価販売が守られた時には、メーカーにも特約卸にもうまみがあったが、小売業

が販売力を強めている今日、特約店の存在理由がなくなってきた。 

・これまで、メーカーが販路確保のために特約店を増やしすぎたため、メーカーに

とっては特約店は代金回収程度の意味あいしかなさないという指摘もある。 

 

③酒類卸の再編 

以下のような類型で再編が進んでいるが、おもに第３者主導で行われているのが

現状である。どのような吸収合併であっても力のない企業は拾わないし、力のない

酒類卸同士の合併も無意味という見解が業界関係者にはある。 

   ａ食品系卸による業務提携や合併 

     大手食品卸の菱食、関西の加藤産業が代表例 

     大得意先の大手スーパーなど組織小売りの売場にも酒売場が増加し、酒を扱う

機能が食品系卸にも必要となった。 

     従来の酒類卸には新たな脅威となる。 

   ｂメーカーの思惑による合併 

     主として大手ビールメーカーの系列卸政策に関わる。 

     熾烈なシェア争いを展開するビールメーカーが、特約制度は崩壊しつつあるに

も関わらず、特約卸強化に走る。 

     そこで、力のある卸に系列卸の面倒を依頼するパターン。 

   ｃ大手酒類卸主導の系列化 

     国分の二次卸政策が好例。 

     国分傘下の地域の二次卸を「冠国分」として系列化。 

     さらに、冠国分の生き残りとして得意先酒販店を組織化したＫＧＣ（国分グロ

ーサーズチェーン）との連携が求められる。 
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３．家電業界 

 

（１）業界の概要 

 

①化粧品と並んで系列販売の先駆け 

大量生産、大量販売に見合う流通形態として卸と、小売業者を組織する系列化を

メーカー主導で始める。１９４９年に松下電器産業が系列化を始めたのが先鞭。 

 

②系列化政策の岐路 

高度成長期から低成長時代に入り売上げが鈍化したことと、昭和４０年代には系

列外の大型店、５０年代にはチェーンストア、６０年代以降はディスカウントスト

ア、ホームセンター等の参入が相次ぎ、小売チャネルは多様化。スーパーにおける

セルフサービス大量販売、さらに量販店やＤＳなどの台頭による価格破壊により系

列維持が困難になった。 

 

③小売業の形態変化 

減少する小規模な地域家電店は、地域に根ざしたサービス業へ転換する。一方、

家電量販店は大型化し、比較購買できる品目数の増加と、ローコスト経営による収

益性向上を目指す。 

 

（２）家電小売業の流通構造変化と要因 

 

ア）大型化に構造変革中の家電小売業 

①従業員９人以下の家電店の減少 

・１９８２年をピークに家電店舗数が減少 

・規模の大型化：小規模店鋪の減少と大規模店鋪の増加 

・構造変化：経営合理化を積極的に進めてきたため 

・総売場面積の増加：新規出店や店鋪オペレーションのあり方に構造変革 

  ②大型化する家電専門店の店鋪面積 

・売上高： ９４年には 9.2 ポイントの減少率→転換期にある家電市場 

   ・売場面積の増加：急ピッチで大型化が進行 

・1 店当たりの従業員数、従業員 1 人当たりの売場面積が増加→大型化に対応 

・商品手持高の減少：経営合理化を進めながら、対象人口や世帯数を拡大 

  ③非家電専門店でシェア拡大する家電品 

・家電専門店：「NEBA（日本電気大型店協会）加盟店」、「電気街」（秋葉原、大阪日 

本橋）、その他の「地域店」 

   ・９４年にシェア２７%の NEBA 加盟店が今後も牽引店として伸長が予想される。 

・総売上高の 1/3 が家電専門店以外：流通チャネルの多様化 

・非家電専門店：家電品を集客商品として位置付ける→育成する企業が増加 

 

  イ）進展続く大型家電専門店の優位 

  ①３００坪の家電専門店が５１３４店 

・中型家電店（10～29 人）の増加：地域住民の家電需要をまかなう重要な存在 

・駐車場を 50 台以上用意して総合化した郊外型家電専門店が有力な店となる。 
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②比較購買の進む大型家電専門店 

・高効率な生産性を追求する業界：大型化、寡占化 

・従業員一人当たり売上高の増加 

・商品回転率の効率化 

・１店鋪当たりの対象人口が増加 

  ③非家電専門店と競合する大型専門店 

・情報・通信機器を収益部門として家電戦略再強化を計るチェーンストア 

・家電を集客商材から収益部門へ位置付けて重点化しているホームストア、大型カ

メラ店など 

・業態特性に対応した品揃えによって専門化を図り家電品需要を拡大 

・家電店：比較購買できる品目数の増加と、ローコスト経営による収益性向上が求

められている 

・非家電店：生活関連品を導入している→家電品の売り上げ低迷により、かつての

系列型地域店と同じ路線を歩むことが予想される 

 

ウ）卸売業の変化 

 

    家電卸売業は、昭和３０年代半ばまでは総合問屋が担っていた 

                ↓ 

    業界の急成長に伴い、メーカーの資本参加 

                ↓ 

    メーカー系の地域販売会社へと変化 

                ↓ 

    量販店等に対応するため、広域販売会社に統合 

                ↓ 

メーカーの営業本部機能と広域販売会社を統合した全国販社が出来てくる 

 

このように、メーカー主導による卸統合が進んでいるものの、量販店、ＤＳなど

が卸を通さない流通やメーカーからの直接大量買い付けなどを行う事で価格を下げ

てきており、卸のマージンが急激に低下してきている。 

 

（３）メーカーの二面政策 

家電メーカーは、このような低価格化に対応し、海外生産品の国内販売が増加して

おり、これも価格競争にさらに拍車をかけている。 

このような状況の中、系列の維持のための政策と量販店向けの政策との二面政策を

採らざるを得なくなっている。 

 

  ①地域小売店に対するリテイルサポートの強化 

    地域小売店に対しては、生き残りの一環として、取付工事やアフターサービス等

ソフト業務の提供や商品提案型の販売を強化するよう指導を行なっている。 

    この後も、引き続き地域小売店に対するリテイルサポートを強化する方針である。 

 

②量販店へのローコストオペレーションへの協力 

    総合スーパー等非家電店に対しては、情報交換を密にし、物流の効率化や梱包の
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改善等により、各店のローコスト・オペレーションに協力していく。 

 

（４）家電業界の変化とアクターの変化 

              

図 家電業界の変遷 
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                   参考資料５  

◎主な協業化の事例 

 

 

１．灯油、軽油、重油の共同配送会社の設立（福島県会津地区） 

 

(1)参加企業の概要 

・マークの異なる５つの特約店が集まり、株式会社組織の共同配送会社を設立。（平成

11 年８月設立） 

(2)共同化事業の実施内容 

・灯油、軽油、重油の末端ユーザーへの配送を共同化。軽油は工事機械用、重油は暖

房用としての用途が中心。 

・配送には、共同配送会社のマークをつけたミニローリーを使用。元売のマークは原

則なくしているが、一部には元の塗装が残ったままのミニローリーもある。 

・仕入れの共同化にはなっていないが、複数元売から価格提示がある場合､それを交渉

材料として同条件での仕入れが可能になるなど、共同配送会社の存在が影響。 

(3)共同化事業に至った経緯 

・平成９年頃からホームセンターでの灯油小売が始まり、徐々に消費者が安価な店頭

価格を提示したホームセンターで灯油を購入するようになってきた。 

・このような状況で、灯油価格＋配送価格が従来の灯油配達価格であったが、灯油配

送価格をリットル当たり１０円以上確保することは事実上不可能となった。ホーム

センター進出以前は、灯油は石油販売業にとって魅力的な商品であったが、これが

崩れた。 

・共同配送会社の立ち上げにあたり当初元売は難色を示した。共同購入のイメージが

先行したらしい。しかしながら、ガソリン以外の灯油、軽油、重油に関しては、商

社系も台頭していることから、認める方向に態度を変化。 

(4)共同化事業のための投資内容 

・配送用のローリーは各社が所有していた。 

・共同配送用のタンクも、出資会社の１社が１００kl の地上タンクを４本所有。 

・そのため新規投資はそれほどなく、新社屋も出資会社の建物を借り受け。 

(5)共同化の効果等 

・共同化により、各社で保有していた配送用の車両は約２０台から１２～３台に減ら

すことができた。また、設立当初は新規雇用も実施したが、その後の自然減などに

より、人件費も７５％程度に圧縮できた。 

・現在のところ､軽油については共同化しても収益の上げられる事業ではないが、灯油

に関しては計算通りのメリットが得られている。 

・設立した共同配送会社は、同業者の寄せ集めの会社であるため、信頼しあう仲間、

同じ方向を目指した者同志でないと、うまく運営していくことは難しい。 

・特に、配送コストをＳＳ運営コストと一緒にどんぶり勘定しているような会社では、

共同会社を設立し、配送費用を独立して扱うようになると、かえって配送費がかか

るようになったと錯覚するようになる。実際には、明らかにコストダウンしている

にもかかわらず、このような状況は発生している。 
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２．協同組合方式による共同仕入・共同配送（愛媛県新居浜地区） 

 

(1)概要 

・会員数は新居浜市内の石油販売業者４３名。設立は昭和２７年４月であるが、共同

事業は現支部長が就任してから開始（２～３年前） 

(2)実施している共同事業 

  ①計量機自主管理事業。 

  ②灯油共同配送（専門業者委託）・灯油共同仕入。 

  ③官公需適格組合による共同受注・販売 

  ④廃油などの共同回収（組合としても産業廃棄物処理事業者の資格を申請中） 

  ⑤リサイクルＡ重油（廃油とローサルＡ重油を混合して製造）の販売。平成１２年２

月に愛媛県廃棄物処理センターに出荷。 

  ⑥軽油共同配送（需要家向け）、軽油共同仕入。 

(3)実績 

・月額約７万円を組合員に還付。支部会費より高い還付金がくるため、組合加入が収

益面でプラスになっている。 

・そのため組合員の集まりもよい。協同組合の形態だが株式会社的な思想が強い。 

・ＩＴ事業による新たな共同事業やカードの共通化を研究しており、新事業への取組

みが非常に熱心。 

 

 

３．共同出資子会社の設立によるＳＳ部門の集約化（新潟地区） 

 

(1)経緯  

  ・１１年３月に２つの石油特約店会社が直営のＳＳについて共同の運営会社を設立。 

 ・ＳＳ数は４３となり県内最大規模の会社となる。特約店自体は所有会社として存続。 

  ・この合併は元売も歓迎しているが、資本提供は断り、独立運営を貫いている。 

(2)合併のメリット 

・例えば、Ａ石油は油外商品が強かったし、Ｂ石油はガソリンが強かったが、合併に

よって、お互いのレベル向上があった。 

・オペレーションコスト（本社コスト）を大幅に下げることができたこと。 

・油外商品であるタイヤやなどを共同仕入することによるコスト削減。 

・石油製品の仕入れも元売に対して大きな力を持つことができるようになり、有利な

条件を引き出すことができるようになった。 

 

 

(以上) 
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